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��������建設水道課　�46-5569
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９：00～９：1514区公民館�
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９：30～９：45長部地区交流センター
10：00～10：15小島神社鳥居付近
10：30～10：4020区コミュニティセンター
10：55～11：10旧小島小学校付近
11：25～11：55長島体育館
９：00～９：15大佐公民館�
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９：30～９：40佐野公民館
９：50～10：00祇園公民館
10：15～10：3012区町浄水場付近
10：45～11：0013区公民館

11：15～11：30２区公民館
11：45～11：55瀬原屯所付近
９：00～９：05３区雷神社付近
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９：20～９：25戸河内コミュニティセンター
９：40～９：45小野寺誠吉様宅付近
10：00～10：10４区ふれあいセンター
10：25～10：35５区公民館
10：50～11：00６区河原橋付近
11：15～11：25７区公民館
11：40～12：10保健センター
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����生後91日以上のすべての犬
����3,100円（おつりのいらないようにお願いします。）
�注射時には、保健センターから送付されるハガキと料金を忘
　れずに持参してください。
�排泄物の処理ができるよう新聞紙などを持参してください。
�注射中に犬が逃げ出すことのないよう首輪などを点検してお
　いてください。
�訪問注射を希望する場合や期間中注射を受けることができな
　い場合は、後日動物病院へ連絡の上、接種してください。
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����生後91日以上の犬を所有する人
����3,000円

��������	


��������	
�������

�������保健センター　�46-5571
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1001,9001,80010�

3003,2002,90020�

5004,6004,10030�

7006,3005,60040�

9008,0007,10050�
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　平泉町の公共下水道と農業集落排水事業は、供用
開始以来、住民の皆さんに快適な暮らしを提供し、
環境保全に配慮してまいりました。しかしながら、
現在の使用料収入では維持管理費に要する経費の一
部しか賄うことができず、経費が不足している状況

にあります。
　今後とも、水洗化率の向上による使用料収入の確
保、建設コストの縮減、維持管理業務の効率化によ
る経費の削減に努めてまいりますので、使用料の改
定に皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

（１カ月につき、消費税別）���������������������
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20　130　11011～20�

20　140　12021～30�

20　170　15031～50�

20　180　16051～100�

20　190　170101�以上

（１�につき、消費税別）
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970　　　6,200　　　８時間水　　田　　作　　業
820　　　

～930　　　
5,200　　　

～5,900　　　
８時間一般

畑作作業
剪定（せんてい）を除く８時間果樹

1,570　　　10,000　　　８時間オ　ペ　レ　ー　タ　ー
機械持ち込み・肥料、薬剤除く1,000　　　10ａ当たり水田肥料・薬剤散布
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������人力の部は、実労働８時間を基準にしています。８時間以上の場合は時間給を加算してください。
　　　　　　時間給は「１時間当たり時間給＝標準額（８時間当たり）÷８（１日当たり作業時間）×1.25」と計算します。
　　　　　�この標準額は「まかないなし」の賃金です。
　　　　　�ほ場条件の悪い湿田・未整理田などや作業内容によっては、この標準額を基準に当事者間で協議の上決めてくだ
　　　　　　さい。なおこの標準額には、��������	�
。
�������農業委員会　�46-5567
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未整理田・湿田・復元田等は実情に
応じて適宜加算するものとする

5,800　　　10ａ当たり　50ａ未満
耕　　　起

トラクター
4,600　　　10ａ当たり　50ａ区画以上

耕起と同じ
植え付け可能まで

6,800　　　10ａ当たり　50ａ未満
代　か　き

5,800　　　10ａ当たり　50ａ区画以上
苗配達は１箱当たり50円加算700　　　１箱当たり育　　　　　苗
片面塗り80　　　１ｍ当たりあ　ぜ　塗　り
同時施肥500円加算
同時薬剤散布500円加算
肥料、薬剤除く

5,900　　　10ａ当たり　50ａ未満
植え付けのみ田　植　え

4,700　　　10ａ当たり　50ａ区画以上

機械・燃料持ち込み1,250　　　１時間草　　刈　　り
刈り取りのみ（ひも除く）6,900　　　10ａ当たりバインダー

稲　刈　り もみ運搬含む
冠水田2,000円増
わら結束2,000円増（ひも含む）

17,500　　　10ａ当たり　50ａ未満
コンバイン

14,000　　　10ａ当たり　50ａ区画以上

わら結束1,000円増（ひも除く）
わら切断1,000円増

7,900　　　10ａ当たりハーベスタ脱　　　穀

冠水田10％増
玄米換算

410　　　30kg 当たり水分20％以上
乾　　　燥

320　　　30kg 当たり水分20％未満
くず米含む320　　　30kg 当たりも　み　す　り調　　　整
運搬含む。たい肥１ｔ以上4,500　　　10ａ当たりたい肥散布（マニアスプレッダー ) 
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������田については、単に収穫量のみを目安にせず、田の形状や隣接する道水路の付設状況などを勘案し、小作料の額
　　　　　　を設定してください。
　　　　　�畑については、単に固定資産税評価額のみを目安にせず、畑の形状や隣接する道路の付設状況、傾斜などを勘案
　　　　　　し、小作料の額を設定してください。
　　　　　�小作料の減額を勧告する場合の基準は、田、畑とも標準額より30％を超えた場合とします。
　　　　　�本標準額は、平成20年の支払い小作料から適用します。
�������農業委員会　�46-5567
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水稲収穫量540kgの場合90kg15,000１等級
水稲収穫量480kgの場合70kg10,000２等級
水稲収穫量420kgの場合40㎏　6,000３等級
水稲収穫量360kgの場合30㎏　4,000４等級

� 10ａ当たり
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固定資産税評価額の平均額が43,000円以上のもの6,000１等級
固定資産税評価額の平均額が32,500円～42,999円4,000２等級
固定資産税評価額の平均額が32,500円未満のもの3,000３等級

� 10ａ当たり


